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資料 1-1 
2020 年 4 月 22 日 

日本原燃株式会社 

 

前回(2020 年 4 月 10 日)までのヒアリングコメントへの回答 

(第十条 廃棄物埋設地のうち第一号及び第三号) 

 

 前回までのヒアリングで「廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について 

第十条 廃棄物埋設地のうち第一号及び第三号」に関して頂いたコメントについて以下に

回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料は、3 号廃棄物埋設施設を代表に説明する。 

なお、1 号及び 2 号廃棄物埋設施設においても同様に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

「廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について(2020 年 4 月 1 日、3 日提

出版)」に対し、追記又は削除した部分は、赤字にて追記又は見え消し表示を実施。 

「廃棄物埋設事業変更許可申請書」の記載部分について、以下のとおりマーキング表

示を実施。 

本文記載・・・「黄色」 

本文・添付書類ともに記載・・・「黄色」 

添付書類記載・・・「水色」 

本文・添付書類の記載変更箇所・・・「下線」 
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本資料に関連するコメントと反映箇所 

コメント 反映箇所 

・「申請書本文,3 号-15,(ⅱ)覆土」について、まとめ資料の記載

を参考に狭隘部とは何か具体的に示すこと。 

・資料 1-1-1：本文 

P.38 

・「申請書添付書類五,3 号-5-8,(2)移行抑制に関する安全設

計,(ⅰ)覆土,d.」の「難透水性覆土及び～岩盤（鷹架層）を掘

り下げて設置する。」の記載について、覆土を守るために低透

水の鷹架層に設置すると読める。埋設設備を低透水性の鷹架層

に設置し、さらに覆土することで施設への浸透水量を極力減ら

す設計の意図が伝わるように記載を再検討すること。 

・資料 1-1-1：本文 

P.9～P.10 

・BAT の記載について、諸外国とはそもそもの設計概念が異なる

と認識した上で、地下水面下に設置した本施設の設計概念に基

づき、優れた技術を採用し、実現の見通しがあるという観点で

再整理すること。 

・資料 1-1-1：本文 

P.11～P.13 

・P38「(e)覆土の設計」について、BATの説明として、材料や施

工方法の見通しだけでなく品質管理についても記載するなど、

施工実現性の記載を充実化させること。 

・資料 1-1-1：本文 

P.13 

・資料 1-1-1：本文 

P.45～P.46 

・BAT の規則適合性は申請書及び添付書類で確認できるようにす

ること。申請書 3 号-7 の記載「合理的かつ利用可能な 善の

建設・施工技術による」は、規則の裏返し程度の現状の記載で

もよいが、添付書類ではまとめ資料の内容で適合性を確認でき

るような記載とすること。 

・資料 1-1-1：本文 

P.12～P.13 

・P49(4)化学物質の適合性確認について、申請書添付書類に記載

することを検討すること。 

・資料 1-1-1：本文 

P.15～P.16 

・P50「収着性を阻害する可能性のある材料の使用を考慮した設

計とする」について、考慮した結果を記載すること。評価でな

く設計としてどうかを記載すること。 

・資料 1-1-1：本文 

P.15～P.16 

・資料 1-1-1：本文 

P.58 

・資料 1-1-2：補 8-

43～補 8-44 

・P46(2)第1,2パラグラフ「漏出防止の構造が相まって～」につ

いて、添付書類に記載すること。 

・資料 1-1-1：本文 

P.6 

・申請書・添付3-16の水理について、埋設地は分水界の南に位置

すると記載されているが、設計方針として北側に流れないよう

に南側に設置したのではないか。記載の適正化を検討するこ

と。 

・資料 1-1-3：補 7-

3 
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廃 棄 物 埋 設 施 設 に お け る 

許 可 基 準 規 則 へ の 適 合 性 に つ い て 

 

第十条 廃棄物埋設地のうち 

第一号及び第三号 

(3 号廃棄物埋設施設) 

 

 

2020 年 4 月 

日本原燃株式会社
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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条第一号及

び第三号並びにその解釈 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(廃棄物埋設地) 

第十条 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならな

い。 

一 廃棄物埋設地(ピット処分に係るものに限る。)は、外周仕切設備を設置する

方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の方法により、埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から埋設の終了までの間にあっては廃棄物埋設地の限定さ

れた区域からの放射性物質の漏出を防止する機能、埋設の終了から廃止措置の

開始までの間にあっては廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する

機能を有するものであること。 

三 埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全

機能が損なわれないものであること。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 10 条(廃棄物埋設地) 

1 第 1 号に規定する「外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方

法その他の方法」及び第 2 号に規定する「その表面を土砂等で覆う方法その他の

方法」とは、以下の設計をいう。 

一 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じ

て、設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるもの

であること。  

二 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

三 劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる(安全上支障のない期間内に

おいて速やかに修復できることが確実であることを含む。)構造・仕様である

こと。 

2 第 1 号に規定する「廃棄物埋設地の限定された区域からの放射性物質の漏出を

防止する」とは、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放射性物質の漏出を防
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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

止する構造が相まって、廃棄物埋設地の限定された区域から放射性物質が漏えい

しない状況(工学的に有意な漏えいがない状況)を達成することをいう。 

3 第 1 号に規定する「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能」

は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、

一つのものに過度に依存しないこと。 

4 第 1 号及び第 2 号の「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減」につい

ては、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行に伴う公衆の受ける

線量が、第 8 条第 1 項に規定する「廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカ

イシャインガンマ線による事業所周辺の線量」及び第 13 条第 1 項に規定する「周

辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質」の

放出により公衆の受ける線量を含め、法令に定める線量限度を超えないことはも

とより、ALARA の考え方の下、実効線量で 50 マイクロシーベルト/年以下である

こと。 

5 第 3 号に規定する「安全機能が損なわれないものであること」とは、埋設した

放射性廃棄物、人工バリア(埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の防止

又は低減の機能を有する人工構築物をいう。以下同じ。)及び廃棄物埋設地に充填

する土砂等が含有する可燃性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質その他

の化学物質の性質及び量に応じて、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃

止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の安全機能に有意な影響を及ぼさ

ないよう対策を講じたものであることをいう。 
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○：安全機能を維持する 

△：必要な安全機能を期待でき

るように設計する 

－：考慮しない 

2. 廃棄物埋設施設の安全機能について 

安全機能については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則(以下「許可基準規則」という。)第二条第 2 項第一号に「「安全機能」とは、廃

棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により

公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」とある。 

したがって、安全機能に対する考え方としては、許可基準規則第二条第 2 項第一号

を考慮し、安全機能を「放射性物質の漏出を防止する機能」(以下「漏出防止機能」

という。)、「移行抑制機能*1」、「遮蔽機能」とし、その機能の維持期間及び考え方を

第 1 表にまとめる。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

安全機能 

廃止措置の開始前 

廃止措置の開始後 
放射性廃棄物の 

受入れの開始か

ら覆土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の 

開始まで 

放射性物質の漏出

を防止する機能 
○ - - 

移行抑制機能 - ○ △ 

遮蔽機能 ○ ○ △ 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を「移行抑制

機能」という。 

 

ここで、廃棄物埋設施設のうち安全機能を有する設備は、埋設設備、排水･監視設

備のうちポーラスコンクリート層及び覆土である。 

 

3. 設計対象設備 

許可基準規則第十条第一号及び第三号の設計対象設備は、埋設設備、排水・監視設

備及び覆土である。 
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4. 許可基準規則への適合のための設計方針 

(1) 安全設計の方針 

本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下

「原子炉等規制法」という。)等の関係法令の要求を満足するとともに、「許可基

準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」とい

う。)は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴って付随的に発生する固

体状の放射性廃棄物をセメント系充塡材で容器に固型化したもので、放射能濃度が

低い特徴があり、その容器が損傷しない限り、放射性物質は漏えいすることはな

い。また、本施設の安全を確保する上で常時機能維持を必要とする動的な設備・機

器は不要であり、これらの特徴を踏まえた安全設計を行う。 

本施設の安全設計の基本的方針は、静的な設備・機器により放射性物質の漏出の

防止、放射性物質の漏出の低減及び生活環境への移行の抑制並びに遮蔽の安全機能

を有するよう設計することとし、それらの安全機能を適切に組み合わせることによ

って、安全性を確保することとする。また、適切な安全上の裕度を確保すること

で、異常の発生を防止するとともに、異常が発生した場合でも、公衆に対して著し

い放射線被ばくのリスクを与えない設計とする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間

において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行に伴う公衆の受け

る線量、本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による濃縮・埋設

事業所(以下「事業所」という。)周辺の線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び

周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の放出により事業所敷地(以下「敷

地」という。)周辺の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事

業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(平成 30 年 6 月 8 日 

原子力規制委員会告示第 4 号)(以下「線量告示」という。)で定められた線量限度を

超 え な い こ と は も と よ り 、 公 衆 の 受 け る 線 量 が As Low As Reasonably 

Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線

量で 50μSv/y 以下を達成できる設計とする。また、異常時を想定した場合でも、公

衆の受ける線量が 1mSv を下回ることを確認する。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限度を超



5 

えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要と

しない状態に移行する見通しのある設計とする。保全に関する措置を必要としない

状態とは、廃止措置の開始後の評価において、科学的に合理的と考えられる範囲の

人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、 も可能性

が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナリオ(以下「確からしい自

然事象シナリオ」という。)で評価される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えない

こと、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ば

くに至る経路の組合せのうち、 も厳しいパラメータを設定した自然事象シナリオ

(以下「厳しい自然事象シナリオ」という。)で評価される公衆の受ける線量が

300μSv/y を超えないこと、人為事象シナリオの公衆の受ける線量が 1mSv/y を超

えないこととする。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の防止

及び低減を行う人工構築物である埋設設備、排水・監視設備及び覆土をいう。天然

バリアとは、埋設する放射性廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設する放射

性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境への移行の抑制を行う地盤(岩盤

及び第四紀層)をいう。 

 

(2) 安全機能 

以下に各安全機能の設計方針について記載する。 

廃棄物埋設地施設の設計として、地下水面下への設置に応じた設計の考え方につ

いては添付資料 1「1. 廃棄物埋設地施設の設計の考え方」に記載する。 

(ⅰ) 漏出防止機能 

a. 設計方針 

本施設は、安全機能を維持すべき期間のうち、放射性物質の漏出を防止す

る必要のある埋設の終了時期を覆土完了時点とする。 

埋設設備のうち外周仕切設備、セメント系充塡材及び覆い並びに及び排

水・監視設備のうちポーラスコンクリート層は、埋設する放射性廃棄物の受

入れの開始から覆土完了までの間において、以下に示す方針に基づき、廃棄

物埋設地の限定された区域(埋設設備)からの漏出防止機能を有する設計とす
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る。 

漏出防止機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了まで

の間において、水を媒体とした放射性物質の環境への漏出を防止するため、

雨水及び地下水と廃棄体との接触を抑制する設計とする。廃棄物埋設地の雨

水及び地下水と廃棄体との接触の抑制は、外周仕切設備及び覆いの透水特性

のうち、低透水性及びひび割れ抑制により埋設設備内への水の浸入を抑制す

るとともに、埋設設備内に浸入した水はポーラスコンクリート層により回収

し、埋設設備外に排出できる設計とする。 

b. 安全設計 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から覆土完了までの間において、廃棄物埋設地の限定され

た区域(埋設設備)からの放射性物質の漏出を防止する。 

漏出防止に関する構造は、雨水及び地下水の浸入を防止する構造及び放射

性物質の漏出を防止する構造を組み合わせるものとする。雨水及び地下水の

浸入を防止する構造は、外周仕切設備及び覆い、ポーラスコンクリート層並

びにセメント系充塡材により構成し、放射性物質の漏出を防止する構造は、

外周仕切設備及び覆いにより構成する。 

(a) 埋設設備 

(一) 埋設する廃棄体は、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物

の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」(以下「事業規則」という。)に

定められた廃棄体に係る技術上の基準を満足するものであり、容器の構

造、定置までの取扱い、強度等から、変形・損傷や外部からの雨水及び地

下水の浸入が生じ難い構造と考えられるため、容易に廃棄体内の放射性物

質が容器の外へ漏えいすることはない。 

しかし、埋設設備への定置後において、廃棄体周辺が水で満たされ液相

に連続性がある状態となると、廃棄体内の放射性物質は水を媒体として溶

出・移行し、廃棄物埋設地の外に漏えいすることが考えられる。このた

め、雨水及び地下水が、「埋設設備内へ浸入すること」及び「廃棄体へ接

触すること」を抑制することにより、埋設設備内が水で満たされた状態に

ならないように設計する。 
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(二) 埋設設備を構成する外周仕切設備及び覆いは、埋設設備内への雨水及

び地下水の浸入を抑制するために、低透水性及びひび割れ抑制に優れた鉄

筋コンクリート製の設計とする。外周仕切設備及び覆いは、低発熱に配慮

したコンクリート配合及びひび割れ制御鉄筋を考慮した設計とし、 大ひ

び割れ幅の設計目標値を 0.1mm とする。また、埋設設備は、セメント系充

塡材の充塡時の荷重、覆土の上載荷重、埋設設備及び廃棄体の自重等に対

し、十分な構造上の安定性を有する設計とする。 

(三) 廃棄体定置後から埋設設備の覆いが完成するまでの間は、埋設設備の

区画上部にコンクリート仮蓋を設置し、定置した廃棄体への雨水の接触を

抑制する。 

(四) 定置・充塡後から覆土完了までの間は、外周仕切設備及び覆いとセメ

ント系充塡材との間に、排水性を有するポーラスコンクリート層を設置

し、埋設設備の外周仕切設備及び覆いから雨水及び地下水が浸入した場合

でも、雨水及び地下水が廃棄体に接触することを抑制する。 

(五) 廃棄体定置後は、有害な空隙が残らないよう流動性を考慮したセメン

ト系充塡材で埋設設備内を充塡し、埋設設備の外周仕切設備及び覆いから

雨水及び地下水が浸入した場合でも、雨水及び地下水が廃棄体に接触する

ことを抑制する。 

(六) 外周仕切設備及び覆いにより、雨水及び地下水が埋設設備内に入るこ

とを極力防止する。万一、水が浸入した場合は、ポーラスコンクリート層

を介して排水させ、廃棄体方向への水の移動を極力低減する設計とする。

さらに、廃棄体方向への水の浸入を防止しする性能及び埋設設備からの放

射性物質の漏出を防止する性能を向上するために埋設設備内部に防水(以

下「内部防水」という。)を行う。 

内部防水の配置は、外周仕切設備側壁部及び覆い部においてはポーラス

コンクリート層の内側でセメント系充塡材を外側から覆う形とし、外周仕

切設備底版部については、ポーラスコンクリート層の外側とし、外周仕切

設備側壁部の立ち上げ部までとする。 

(七) 排水・監視設備のうち点検管(点検路)は、ポーラスコンクリート層に



8 

より排水された水を作業員が回収する作業空間が確保できる設計とする。 

(八) 定置作業中は、埋設クレーンの上部に屋根、側部に雨避け板を設置

し、雨水が廃棄体に接触することを抑制する。 

(九) 埋設設備のうち漏出防止機能を有するコンクリート構造物に対する設

計、材料の選定、建設・施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」

等のほか、利用可能な 善の技術として「コンクリート標準示方書(設計

編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

 (ⅱ) 移行抑制機能 

a. 設計方針 

埋設設備及び覆土は、覆土完了後において、廃棄物埋設地の外への放射性

物質の漏出をの低減する機能及び生活環境への移行をの抑制する機能(以下こ

れらをあわせて「移行抑制機能」という。)機能を有する設計とする。 

移行抑制機能は、材料に対する放射性物質の収着性及び埋設設備内への水

の浸入を抑制する材料の低透水性である。よって、埋設設備及び覆土は、以

下に示す方針に基づき、収着性及び低透水性を考慮し、更さらに長期的に機

能を期待できるが維持される構成・仕様となる設計とする。 

・埋設設備は、収着性を有するセメント系材料を用いる設計とする。 

・覆土は、低透水性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

b. 安全設計 

廃棄物埋設地は、長期的な機能を期待できるように以下に示す設計を行う

ことにより、覆土完了後において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出

を低減し、生活環境への移行を抑制する。 

移行抑制に関する構造は、覆土完了後において、低透水性及び収着性を期

待する人工バリアと天然バリアとの組合せとする。人工バリアは、廃棄体の

固型化材料、埋設設備、埋設設備の上部及び側部を覆う難透水性覆土、下部

覆土並びに上部覆土により構成する。天然バリアは、埋設設備の底部及び周

辺に位置する鷹架層及び第四紀層により構成する。 

(a) 覆土 

(一) 覆土は、放射性物質が地表近傍へ移行することによる汚染拡大を防止

するため、低透水性を有する設計とする。また、線量評価において収着性
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による移行抑制機能を期待できるように設計考慮する。 

(二) 覆土は、劣化・損傷に対するの抵抗性を考慮し、機能維持及び化学的

作用による安全性が損なわれないように自然材料であるベントナイト、砕

砂及び砕石を採用するとともに、長期的な変質に対して移行抑制機能を損

なわないよう考慮した材料とする。 

なお、覆土の材料は、実際の調達時期により詳細な材料特性が変わる可

能性があるが、その場合にも要求性能を満足することを確認した上で用い

ることとする。 

(三) 覆土は、劣化・損傷が生じた場合にも移行抑制機能を期待できる構

造・仕様とするため、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土を十分な厚さ

で多層化して存在させる。ことにより、移行抑制機能をできるだけ維持で

きる構成・仕様となる設計とする。 

(四) 難透水性覆土及び下部覆土は、周辺の岩盤(鷹架層)と同等以下の透水

係数とし、埋設設備の底面を除く外周部に設置することで長期的な侵食に

対する抵抗性の確保と埋設設備へ流入する地下水量及び埋設設備から流出

する地下水量の抑制のため、透水性の小さい岩盤(鷹架層)を掘り下げて設

置する。また、埋設設備に劣化・損傷が生じた場合にも、埋設設備内に浸

入する地下水量を極力低減させる設計とする。また、かつ地下水流動によ

って地表面へ放射性物質が移行することを抑制させるとともに、浸入した

地下水が埋設設備の底部から透水性の小さい鷹架層に漏出するように、難

透水性覆土の透水係数を周辺の鷹架層よりも更に小さくなるように設計

し、埋設設備の底面及び狭隘部を除く外周部に設置する。 

長期的な侵食に対する抵抗性の確保及び埋設設備へ流入する地下水量及

び埋設設備から流出する地下水量の抑制の観点として、埋設設備と第四紀

層との隔離を安定的に確保する考え方については、添付資料 1「3. 第四

紀層との隔離を安定的に確保する考え方」に詳細を示す。 

(五) 移行抑制機能を有する覆土に対する設計、材料の選定、建設・施工及

び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等に基づくほか、利用可能な

善の技術として「道路土工要網」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照
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し、現状入手できる材料を用いる。 

(b) 埋設設備 

(一) 埋設設備は、長期的な侵食に対する抵抗性の確保と埋設設備へ流入す

る地下水量及び埋設設備から流出する地下水量の抑制のため、透水性の小

さい岩盤(鷹架層)を掘り下げて設置する。 

(二一) 埋設設備は、浸入した地下水中に漏えいする放射性物質の濃度を低

減するため、収着性を有するセメント系材料を用いる設計とし、評価にお

いて収着性による移行抑制機能を期待できるよう設計考慮する。 

(三二) 埋設設備のコンクリート構造物に対する設計、材料の選定、建設・

施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等のほか、利用可能な

善の技術として「コンクリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基

づく。 

 (ⅲ) 放射線の遮蔽機能 

a. 設計方針 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線

量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、「線量告

示」で定められた線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる

限り低くするため、以下に示す方針に基づき遮蔽機能を有する設計を行う。 

遮蔽機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間

において、廃棄体の線量当量率、位置等を考慮し、廃棄体を埋設設備に定置

収納することにより、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地

周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並びに管理区域

以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。ま

た、覆土完了後において、覆土により、直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線による敷地周辺の公衆等の受ける線量及び管理区域以外の人が立ち入

る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、覆

土により敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を低減できる設計とする。 

b. 安全設計 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、埋設する放射性廃棄
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物の受入れの開始から廃止措置の開始前までの間においては、埋設した廃棄

体に起因する直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による放射線被ばく

から敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者の受ける線量を低減できるものと

する。埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において

は、放射線の減衰効果のあるコンクリート製の外周仕切設備、内部仕切設

備、コンクリート仮蓋、セメント系充塡材及び覆いを配置することでによ

り、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による、敷地周辺の公衆の受

ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並びに管理区域以外の人が立ち

入る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。の遮蔽を行う。 

覆土完了後においては、覆土のうち難透水性覆土及び下部覆土により、公

衆の受ける線量及び管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を

低減できる設計とする。直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の遮蔽を

行う。 

なお、遮蔽の評価結果については、「第八条 遮蔽等」において別途説明す

る。 

 

(3) 廃棄物埋設地本施設の設計に関して留意する事項 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質

により安全機能を損なわないものとし、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から

覆土完了までの間は、放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から廃止措置の開始ま

での間は、放射性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

・合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術による。 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮する。 

・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様とする。 

・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物

質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないものとす

る。 

また、廃棄物埋設地は、廃止措置の開始後、保全の措置を必要としない状態に移

行できるようにするため、以下の点を考慮し、岩盤を掘り下げて埋設設備を設置す

る。 
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・第四紀層よりも侵食抵抗性の高い岩盤内に設置する。 

・人間侵入リスクが高い地表面を避ける。 

・施設周辺の天然バリアである岩盤が有する性能を有効利用するために、岩盤中

に設置する 

上記より、埋設設備は、地下水面下への設置となる。地下水面下への設置に当た

っては、廃棄物埋設地の安全機能が達成できるように留意した設計とする。 

 

(4) その他の設計 

(ⅰ) 廃棄物埋設地の設計 

a. 合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術による。 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

漏出防止機能は、コンクリート構造物として、ひび割れ抑制による雨水及

び地下水の浸入の抑制とポーラスコンクリート層による浸入した雨水及び地

下水の排水を組み合わせた設計とする。ひび割れ抑制は、「コンクリート標

準示方書(設計編)」(1)のうち、「水密性に対するひび割れ幅の設計限界値の

目安」を用いて設計とする。また、有害な空隙が残らないように流動性を考

慮したセメント系充塡材で埋設設備内を充塡することで、雨水及び地下水が

廃棄体に接触することを抑制する。 

なお、埋設設備内部において、廃棄体方向への水の浸入を防止する性能及

び埋設設備からの放射性物質の漏出を防止する性能を向上するために内部防

水を行う。 

コンクリート構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査につ

いては、「コンクリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆い施工開始までの期間のうち定置作業

中は、雨水が廃棄体に接触することを抑制するため、埋設クレーンの上部に

屋根、側部に雨避け板がある。また、定置作業時を除き、区画の開口部に雨

水が浸入しないようにコンクリート仮蓋及び防水シート(区画防水シート及

び全体防水シートの 2 重構造)を設置する。 

移行抑制機能は、収着性が期待できるセメント系材料を用いる。 
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 (b) 覆土 

移行抑制機能は、長期的な低透水性及び収着性の確保に配慮してベントナ

イト、砕砂及び砕石を用いる。 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査については、

「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照とする。一般土工

で用いられる重機を使用し、適切な品質管理を行うことで、目標の透水係数

を有する覆土を施工できることを確認している。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験結果を用いて

終決定する。 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮する。 

(a) 埋設設備 

埋設設備は、漏出防止機能を確保する期間に対して、必要な抵抗性を有す

るよう鉄筋かぶり及び材料配合の設計を行う。また、劣化抵抗性を有してい

ることを「コンクリート標準示方書(設計編)」(2)に基づき耐久性照査によっ

て確認する。対象項目は、設計条件及び立地条件を考慮し、耐久性に影響が

あると考えられる中性化、塩害及び凍害とする。 

・埋設設備は、中性化に対する劣化抵抗性を有するために、中性化深さが期

間中に鋼材腐食発生限界深さに達しない設計とする。 

・埋設設備は、塩害に対するコンクリート表面塩化物イオン濃度の設計値が

鋼材腐食発生限界濃度に達しない設計とする。 

・埋設設備は、凍害に対する内部損傷及び表面損傷に対する劣化抵抗性を有

する設計とする。 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、変形追従性を有する土質系材料を用い、容

易な露呈を防止する観点から岩盤中に設置する設計とする。 

覆土の長期状態においては、覆土の透水特性に影響を及ぼす要因に対し

て、長期的に維持するための要求機能を満たす見通しのある設計とする。 

また、線量評価において影響事象分析及び状態設定により劣化・損傷の影

響を評価することで、劣化・損傷に対する抵抗性を考慮した設計とする。 
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c. 劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様とする。 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

漏出防止機能については、廃棄体と水が接触することを抑制するために、

機能を有する 3 つの層(外周仕切設備及び覆い、ポーラスコンクリート層及

びセメント系充塡材)を設けることにより、劣化･損傷が生じた場合において

も、漏出防止機能を維持する構造・仕様とする。 

さらに、埋設設備内部において、廃棄体方向への水の浸入を防止する性能

及び埋設設備からの放射性物質の漏出を防止する性能を向上するために、内

部防水を行う。 

(b) 覆土 

移行抑制機能については、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学

的影響のいずれに対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化した

十分な厚さの覆土を設置することで、劣化･損傷が生じた場合においても、

維持する構成・仕様とする。 

線量評価に用いる性能は、劣化･損傷の程度及び期間の不確実性を包含す

る設定としていることから、必要な性能に対して、できるだけ裕度のある設

計とする。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性

物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないものと

する。 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリアにより確

保し、人工バリアは特性の異なる材料として、セメント系材料及び土質系材

料を用いる設計とする。また、これらを用いた各部材に対して、第 2 表に示

すように、地下水の浸入を抑制する機能(低透水性)及び放射性物質を収着す

る機能(収着性)の複数の異なる機能を期待することにより、一つの機能に過

度に依存しないよう配慮した設計とする。 
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第2表 各部材に期待する移行抑制機能を構成する特性 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 

埋設設備 〇 － 

覆土 

難透水性覆土 〇 〇 

下部覆土 － 〇 

上部覆土 〇 － 

天然バリア 岩盤 〇 〇 

○：期待する 

－：期待しない 

 

e. 埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全機

能を損なわないものとする。 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃性の化学物

質、可燃性ガスを発生する化学物質は含まれない。一方、廃棄物埋設地の安

全機能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質としては、廃棄体又は

埋設設備内に含まれる有機物、更にはセメント系材料から溶出した高アルカ

リ成分を含む地下水との反応による影響を考慮する必要がある。 

覆土完了前の安全機能については、埋設設備及び排水・監視設備において

漏出防止機能及び遮蔽機能を期待している。埋設設備及び排水・監視設備に

は雨水及び地下水と廃棄体との接触を抑制する設計としており、覆土完了ま

での数年間の期間においては、水との接触により埋設設備が容易に溶解・変

質すること、更には水を媒体として埋設設備内の化学物質(有機物)が溶解し

て、化学反応により埋設設備が著しく損傷することは考えられない。したが

って、覆土完了前の漏出防止機能及び遮蔽機能については、これらの化学物

質によって影響を受けない。 

覆土完了後の安全機能については、覆土において移行抑制機能及び遮蔽機

能を期待している。遮蔽機能については、覆土が十分な厚さを有しており、

化学物質との接触による覆土の厚さ減少及び密度低下は無視できると考えら

れる。移行抑制機能については、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇

し、地下水の浸入に伴う溶解及び漏出する化学物質(有機物)及びセメント系

材料から溶出した高アルカリ成分が埋設設備の収着性並びに覆土の低透水性
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及び収着性に影響が生じる可能性がある。 

上記のように可能性が考えられる化学物質の影響に対する対策として、埋

設設備及び覆土に使用する材料については、化学物質による収着性への影響

を考慮し、収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。また、覆

土については化学的安定性の高い材料で構成する設計とする。 

 

5. 廃棄物埋設地の設計 

3 号廃棄物埋設地の設計内容について説明する。 

3 号廃棄物埋設地が既設の 1 号及び 2 号廃棄物埋設地と異なる部分の考え方につい

ては、添付資料 1「2. 3 号廃棄物埋設地の基本的考え方」に示す。 

 

(1) 構成及び設置位置 

廃棄物埋設地は、管理建屋から運搬した廃棄体を埋設する場所であり、埋設設

備、排水・監視設備及び覆土により構成する。 

廃棄物埋設地は、1 号廃棄物埋設地の東側に位置し、廃棄体 大 42,240m3(200L

ドラム缶 211,200 本相当)を埋設する。 

埋設設備は、1 基当たり廃棄体約 5,280m3(200L ドラム缶 26,400 本相当)を埋設

する埋設設備 8 基で構成し、東西方向に 2 基、南北方向に 4 基配置する。 

埋設設備は、現造成面(標高約 41m～46m)基準から約 21m 掘り下げて、標高約 20m

～25m となるように N 値 50 以上の岩盤に設置する。 

 

(2) 主要設備 

(ⅰ) 埋設設備 

a. 構成及び安全機能 

埋設設備は、外周仕切設備、内部仕切設備、廃棄体支持架台、セメント系

充塡材、覆い及びコンクリート仮蓋からなるコンクリート構造物により構成

する。また、埋設設備内部に内部防水を行う。 

外周仕切設備、セメント系充塡材及び覆いは、低透水性、ひび割れ抑制及

び充塡性により放射性物質の漏出を防止する。 

外周仕切設備、内部仕切設備、廃棄体支持架台、セメント系充塡材、覆い
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及びコンクリート仮蓋は、遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

なお、評価において収着性による移行抑制機能を期待できる設計と考慮す

る。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

埋設設備の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 32 表に示す。 

(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 漏出防止機能 

埋設設備の漏出防止機能は、埋設設備内への水の浸入を抑制すること及

び放射性物質の漏出を防止することである。水の浸入及び放射性物質の漏

出は埋設設備の透水特性によって影響を受けることから、埋設設備に対す

る技術要件は透水特性(低透水性、ひび割れ抑制及び充塡性)であり、その

設計仕様項目は水結合材比、断熱温度上昇量、自己収縮ひずみ、乾燥収縮

ひずみ、ひび割れ制御鉄筋、スランプフロー及びブリーディングである。 

また、埋設設備は、漏出防止機能を維持する上で、作用する荷重、地震

力に対する健全性を要求することから、技術要件として力学特性(力学的

安定性及び耐久性)を考慮する。漏出防止機能の要求期間が一般的なコン

クリート構造物の設計耐用期間と同程度であることから、現状の土木建築

分野における構造設計及び耐久設計の方法が適用可能である。したがっ

て、その設計仕様項目は圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり及び材料配合で

ある。 

(二) 移行抑制機能 

埋設設備には、移行抑制機能に対する技術要件として、セメント系材料

を用いることにより期待できる収着性を考慮するが、その設計仕様項目は

設定せず、収着を阻害する可能性のある材料の使用を考慮した設計極力避

けることとする。 

(三) 遮蔽機能 

埋設設備の遮蔽機能は、公衆の受ける被ばく線量を低減することであ

る。公衆の受ける被ばく線量は埋設設備の遮蔽性能によって影響を受ける

ことから、埋設設備に対する技術要件は遮蔽性能(遮蔽性)であり、その設
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計仕様項目は密度及び部材寸法である。 

また、埋設設備は、遮蔽機能を維持する上で、作用する荷重、地震力に

対する健全性を要求することから、技術要件として力学特性(力学的安定

性及び耐久性)を考慮する。遮蔽機能の要求期間が一般的なコンクリート

構造物の設計耐用期間と同程度であることから、現状の土木建築分野にお

ける構造設計及び耐久設計の方法が適用可能である。したがって、その設

計仕様項目は圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり及び材料配合である。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である水結合材比、断熱温度上昇量、自己収縮ひずみ、乾燥

収縮ひずみ、ひび割れ制御鉄筋、スランプフロー、ブリーディング、圧縮強

度、鉄筋強度、鉄筋かぶり、材料配合、密度及び部材寸法(厚さ)について

は、各部位が要求性能を満足するための設計要件を設定する。 

埋設設備の技術要件のうち、低透水性、充塡性、力学的安定性及び耐久性

についての詳細は添付資料 2「技術要件における考え方」に示す。
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第 32表 埋設設備の要求性能及び設計要件 

 

安全機能 

要求性能 

外
周 

仕
切
設
備 

内
部 

仕
切
設
備 

廃
棄
体 

支
持
架
台 

セ
メ
ン
ト
系 

充
塡
材 

覆
い 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

仮
蓋 

設計要件 技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

漏出防止機能 

透水特性 

低透水性 水結合材比 ○ － － － ○  －*1 緻密なコンクリートであること(基質部)。 

ひび割れ 

抑制 

断熱温度上昇量 ○ － －  －*3 ○  －*1 温度変化によるひび割れの抑制を考慮すること。 

自己収縮ひずみ ○ － －  －*3 ○  －*1 自己収縮によるひび割れの抑制を考慮すること。 

乾燥収縮ひずみ ○ － －  －*3 ○  －*1 乾燥収縮によるひび割れの抑制を考慮すること。 

ひび割れ制御鉄筋 ○ － － － ○  －*1 水の浸入防止の観点から 大ひび割れ幅を低減する。 

充塡性 
スランプフロー － － － ○ － － 必要な流動性を有すること。 

ブリーディング － － － ○ － － 材料分離抵抗性を有すること。 

 漏出防止機

能を確保す

るための要

求機能 
力学特性 

力学的 

安定性 

圧縮強度 ○ ○  ○*2 ○ ○ － 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 ○ ○  ○*2 － ○ － 必要な構造強度を有すること。 

 

耐久性 

 

鉄筋かぶり ○ ○ － － ○ － 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 ○ ○ － － ○ － 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

移行抑制機能 核種 

収着性 
収着性 － － － － － － － 

設計仕様項目を設定しない(評価において、埋設設備自体が副次的にも

つ性能として設定するものとする。)*4 

遮蔽機能 
放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

部材寸法 

(厚さ) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

 遮蔽機能を

維持するた

めの要求機

能 
力学特性 

力学的 

安定性 

圧縮強度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 ○ ○ ○ － ○ ○ 必要な構造強度を有すること。 

 

耐久性 

 

鉄筋かぶり ○ ○ － － ○ － 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 ○ ○ － － ○ － 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

 *1：防水シート等の併用により区画内に水を浸入させないよう考慮する。 

*2：セメント系充塡材を充塡できるよう、ポーラスコンクリート層と廃棄体の間の厚さを確保するための力学的安定性を確保する。 

*3：充塡性を確保した上でひび割れ抑制の観点についても考慮する。 

*4：分配係数は、材料仕様及び施工の際に取得する分配係数データ又は代替指標となるデータにより管理する。 
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c. 構造及び仕様 

埋設設備の外形寸法は、約 64.10m(幅)×約 36.651m(奥行き)×約 6.766m(高

さ)*1 であり、底部及び側部は外周仕切設備、上部は覆いにより構成する。埋

設設備の内部は、内部仕切設備により 1 基当たり 6 行 11 列の 66 区画とす

る。 

*1：小数点第一位までの記載とし、「約」と記載する。 

区画した内部には、廃棄体を定置するための廃棄体支持架台を設置し、8

行、5 列、10 段積みで廃棄体を定置する。廃棄体の定置後は、有害な空隙が

残らないようにセメント系充塡材を充塡する。 

廃棄体の定置開始から覆い施工開始までの期間は、作業時を除き、区画の

開口部にコンクリート仮蓋を設置する。 

埋設設備の平面図及び断面図を第 1 図に示す。 

埋設設備の主要な部位と主な仕様を第 4 表に示す。 

 

 

 

第 1 図 埋設設備平面図及び断面図 

 

  

平 面 図  

拡 大 図  

Ａ－Ａ断面

拡 大 図  
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第 4 表 埋設設備の主要な部位と主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

埋設設備 外周仕切設備 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

水結合材比：55%以下 

大ひび割れ幅設計目標値：0.1mm 

厚さ：約 60cm 

密度：2,100kg/m3 以上 

内部防水：内側に防水材を設置 

内部仕切設備 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

厚さ：約 40cm 

密度：2,100kg/m3 以上 

廃棄体支持架台 

 

材料：鉄筋コンクリート 

ポーラスコンクリート層と廃棄体間の厚さ：約

20cm 

密度：1,600kg/m3 以上 

セメント系充塡材 材料：モルタル 

モルタルの設計基準強度：10.0N/mm2 以上 

流動性：スランプフロー65cm 以上 

ポーラスコンクリート層と廃棄体間の厚さ：約

20cm 

密度：1,600kg/m3 以上 

覆い 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

水結合材比：55%以下 

大ひび割れ幅設計目標値：0.1mm 

厚さ：約 30cm 

密度：2,100kg/m3 以上 

内部防水：内側に防水材を設置 

コンクリート仮蓋 材料：鉄筋コンクリート 

設計基準強度：24.0N/mm2 以上 

厚さ：約 50cm 

密度：2,100kg/m3 以上 

 *1：各部位の厚さについては、寸法の許容誤差を含む記載として「約」としている。 
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以下に、各部位の仕様を記載する。 

(a) 外周仕切設備 

(一) 概要 

外周仕切設備は、鉄筋コンクリート製の側壁及び底版であり、その厚さ

は約 60cm(許容誤差を含む)とする。 

(二) 設計方針 

外周仕切設備に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開

始から覆土完了までの漏出防止機能及び遮蔽機能である。漏出防止機能に

対しては透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確保する設計とす

る。また、その他の必要な特性として力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

コンクリートの低透水性及びひび割れの抑制に配慮した設計とす

る。 

低透水性を確保するため、「コンクリート標準示方書(施工編)」(1)に

基づき、水結合材比を 55%以下とする。また、 大ひび割れ幅の設計目

標値を 0.1mm とし、温度応力及び収縮による貫通ひび割れの発生を抑制

するため、低発熱に配慮した材料配合及びひび割れ制御鉄筋を考慮した

設計とする。 

施工段階(材齢 28 日*1)におけるひび割れ幅 0.1mm 以上のものを補修

する*2。施工段階から覆土の施工まで、経年において生じたひび割れに

ついては、「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」を参考と

し、ひび割れによる防水性への影響を評価して保修する*2。 

*1：「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」によると、温度

応力及び収縮が原因となる貫通ひび割れの発生は数 10 日以上とさ

れていることから、材齢 28 日とする。 

*2：補修の対象箇所及び補修可能な時期は以下のとおりとする。 

・底版の上面：次工程(内部防水設置)に進むまで 

・底版の側部：覆土施工開始まで  

・側壁の外面：覆土施工開始まで  
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(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者

への被ばくを低減するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は

2,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、地震時の作用荷重を考慮した許容応

力度設計により構造強度の照査を行い、コンクリートの設計基準強度は

24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標準

示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

 (b) 内部仕切設備 

(一) 概要 

内部仕切設備は、鉄筋コンクリート製であり、その厚さは約 40cm(許容

誤差を含む)とする。 

(二) 設計方針 

内部仕切設備に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開

始から覆土完了までの遮蔽機能である。遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を

確保する設計とする。また、その他の必要な特性として力学特性を確保す

る。 

(三) 仕様 

(ｱ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者

への被ばくを低減するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は

2,100kg/m3 以上とする。 

(ｲ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、地震時の作用荷重を考慮した許容応

力度設計により構造強度の照査を行い、コンクリートの設計基準強度は
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24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標準

示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

 (c) 廃棄体支持架台 

(一) 概要 

廃棄体支持架台は、鉄筋コンクリート製であり、埋設設備に設置するポ

ーラスコンクリート層と廃棄体の離隔を確保するよう設置する。 

(二) 設計方針 

廃棄体支持架台は、セメント系充塡材と一体となって漏出防止機能及び

遮蔽機能を達成する。ポーラスコンクリート層と廃棄体の間がセメント系

充塡材の厚さ約 20cm(許容誤差を含む)となるよう、廃棄体を固定及び支

持するための力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者

への被ばくを低減するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は

1,600kg/m3 以上とする。 

(ｲ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、廃棄体の荷重地震時の作用荷重を考

慮した許容応力度設計により構造強度の照査を行う。い、コンクリート

の設計基準強度は 24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標準

示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

(d) セメント系充塡材 

(一) 概要 

セメント系充塡材は、区画内を充塡するモルタルであり、廃棄体の間に

有害な空隙が残らないようにする。 
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ポーラスコンクリート層と廃棄体の間のセメント系充塡材の厚さは約

20cm(許容誤差を含む)とする。 

(二) 設計方針 

セメント系充塡材に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れ

の開始から覆土完了までの漏出防止機能及び遮蔽機能である。漏出防止機

能に対しては透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確保する設計と

する。また、その他の必要な特性として力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

充塡性に配慮した設計とし、雨水及び地下水が廃棄体に接触するこ

とを抑制するため、区画内の廃棄体周辺を充塡する。有害な空隙が生じ

ないよう充塡するため、スランプフローは 65cm 以上とし、ブリーディ

ングを極力生じないようにする。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者

への被ばくを低減するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は

1,600kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

廃棄体の固定に対する力学的安定性に配慮した設計とし、モルタル

の設計基準強度は 10.0N/mm2 以上とする。 

(e) 覆い及びコンクリート仮蓋 

(一) 概要 

覆いは、鉄筋コンクリート製であり、外周仕切設備及び内部仕切設備の

上部に設置する。その厚さは約 30cm(許容誤差を含む)とする。 

また、廃棄体の定置開始から覆い施工開始までの期間は、作業時を除

き、区画の開口部にコンクリート仮蓋を設置する。その厚さは約 50cm(許

容誤差を含む)とする。 

(二) 設計方針 

覆いに求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆

土完了までの漏出防止機能及び遮蔽機能である。漏出防止機能に対しては
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透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確保する設計とする。また、

その他の必要な特性として力学特性を確保する。 

コンクリート仮蓋に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れ

の開始から覆い施工開始までの遮蔽機能である。遮蔽機能に対しては、遮

蔽性能を確保する設計とする。また、その他の必要な特性として力学特性

を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆いは、コンクリートの低透水性及びひび割れの抑制に配慮した設

計とする。 

低透水性を確保するため、「コンクリート標準示方書(施工編)」(1)に

基づいて、水結合材比を 55%以下とする。また、 大ひび割れ幅の設計

目標値を 0.1mm とし、温度応力及び収縮による貫通ひび割れの発生を抑

制するため、低発熱に配慮した材料配合及びひび割れ制御鉄筋を考慮し

た設計とする。 

施工段階(材齢 28 日*1)におけるひび割れ幅 0.1mm 以上のものを補修

する*2。施工段階から覆土の施工まで、経年において生じたひび割れに

ついては、「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」を参考と

し、ひび割れによる防水性への影響を評価して保修する*2。 

コンクリート仮蓋は、区画内に水を浸入させない設計とする。 

*1：「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」によると、温度

応力及び収縮が原因となる貫通ひび割れの発生は数 10 日以上とさ

れていることから、材齢 28 日とする。 

*2：補修の対象箇所及び補修可能な時期は以下のとおりとする。 

・覆いの外面：覆土施工開始まで 

 

(ｲ) 遮蔽性能 

覆いは、遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公衆及び放射線業

務従事者への被ばくを低減するような密度及び厚さを確保するものと

し、密度は 2,100kg/m3 以上とする。 
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また、コンクリート仮蓋も同様に密度及び厚さを確保するものとし、

密度は 2,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

覆いは力学的安定性及び耐久性に、コンクリート仮蓋は力学的安定

性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、覆いは、地震時の作用荷重を考慮し

た許容応力度設計により構造強度の照査を行い、コンクリートの設計基

準強度は 24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標準

示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

また、コンクリート仮蓋は、操業中に作用する荷重を考慮した許容

応力度設計により構造強度の照査を行い、コンクリートの設計基準強度

は 24.0N/mm2 以上とする。 

d. その他の構造及び仕様 

(a) 内部防水 

(一) 概要 

埋設設備内部において、廃棄体方向への水の浸入を防止する性能及び

し、かつ、埋設設備からの放射性物質の漏出を防止する性能を向上するた

めに内部防水を行う。 

内部防水については、以下の観点から設計する。 

(ｱ) 外周仕切設備側壁部及び覆い部 

ポーラスコンクリート層から廃棄体方向に浸入する水の流れを防止

する。 

(ｲ) 外周仕切設備底版部及び側壁部の立ち上げ部 

ポーラスコンクリート層から放射性物質の漏出を防止する。 

(二) 仕様 

外周仕切設備側壁部及び覆い部における内部防水は、ポーラスコンクリ

ート層の内側でセメント系充塡材を包む形とする。また、外周仕切設備底

版部における内部防水についてはポーラスコンクリート層の外側とし、外
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周仕切設備側壁部の立ち上げ部までとする。 

内部防水の設置位置概要図を第 2 図に示す。 

内部防水は、遮水性及びひび割れ追従性かそれと同等の性能を有する設

計とする。 

 

 

 

第 2 図 内部防水設置位置概要図 

 

(ⅱ) 排水・監視設備 

a. 構成及び安全機能 

排水・監視設備は、ポーラスコンクリート層、排水管及び点検管により構

成する。 

ポーラスコンクリート層は、排水性により埋設設備内に浸入した水を排水

し、廃棄体と浸入水の接触を抑制する。 

点検管は、排水管からの排水状況を監視できる作業空間を確保する。排水

管には、排水回収作業用の弁を設置する。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

排水・監視設備の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 53 表に示

す。
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第 53表 排水・監視設備の要求性能及び設計要件 

*1：排水管には、排水管の回収作業用に弁を設けている。 

 

安全機能 

要求性能 

ポ
ー
ラ
ス 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
層 

排
水
管

点
検
管
の
う
ち 

鋼
管
部 

点
検
管
の
う
ち 

点
検
室 

設計要件 技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

  *1 

漏出防止機能 
透水特性 排水性 排水能力 ○ － － － 十分な排水能力を有する設備が配置されていること。 

 漏出防止機能を

確保するための

要求機能 

力学特性 

力学的 

安定性 

コンクリート 

圧縮強度 
○ － － ○ 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 － － － ○ 必要な構造強度を有すること。 

鋼管強度 － － ○ － 必要な構造強度を有すること。 

耐久性 

鉄筋かぶり － － － ○ 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 － － － ○ 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

排水管の 

腐食抵抗 
－ ○ － － 供用期間中、腐食に対して劣化抵抗性を有すること。 

作業空間

の確保 
作業性 内空寸法 － － ○ ○ 作業員が水の回収作業を実施できること。 
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(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 漏出防止機能 

排水・監視設備の漏出防止機能は、埋設設備内に浸入した水を排水し廃

棄体への水の接触を抑制することである。浸入した水の排水は排水・監視

設備の透水特性によって影響を受けることから、排水・監視設備に対する

技術要件は透水特性(排水性)であり、その設計仕様項目は排水能力であ

る。排水能力は、透水係数、通水断面積及び勾配により算定する。 

また、排水・監視設備は、漏出防止機能を維持する上で、作用する荷

重、地震力に対する健全性を要求することから、技術要件として力学特性

(力学的安定性、耐久性)を考慮する。漏出防止機能の要求期間が一般的な

コンクリート構造物の設計耐用期間と同程度であることから、現状の土木

建築分野における構造設計及び耐久設計の方法が適用可能である。したが

って、その設計仕様項目はコンクリート圧縮強度、鉄筋強度、鋼管強度、

鉄筋かぶり、材料配合及び排水管の腐食抵抗である。 

さらに、排水・監視設備は、漏出防止機能が発揮されていることの確認

のため、排水された水を作業員が適切に回収する必要があることから、技

術要件として作業空間の確保(作業性)を考慮する。したがって、その設計

仕様項目は内空寸法である。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である排水能力、コンクリート圧縮強度、鉄筋強度、鋼管強

度、鉄筋かぶり、排水管の腐食抵抗及び内空寸法については、各部位が要求

性能を満足するための設計要件を設定する。 

c. 構造及び仕様 

埋設設備の外周仕切設備及び覆いとセメント系充塡材の間には、ポーラス

コンクリート層を設置するとともに、集水した水を排水できるように排水管

を設置する。排水管から排水される水を覆土が施工された状態でも回収でき

るよう点検管を設置する。 

排水・監視設備の平面図及び断面図を第 3 図に示す。 

排水・監視設備の主要な部位と主な仕様を第 6 表に示す。 
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第 3 図 排水・監視設備平面図及び断面図 

 

第 6 表 排水・監視設備の主要な部位と主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

排水・監視

設備 

ポーラスコンクリート層 

 

材料：ポーラスコンクリート及びコンクリート 

コンクリートの設計基準強度：10.0N/mm2 以上 

排水性： 

・厚さ：約 10cm 

・透水係数：1.0×10-3m/s 以上 

・排水管に向かって勾配がついていること 

排水管 材料：ステンレス鋼 

排水性： 

・50A 

・外側に向かって勾配がついていること 

・弁が設置されていること 

点検管 材料： 

・(鋼管部)炭素鋼 

・(点検室)鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

 *1：各部位の厚さについては、寸法の許容誤差を含む記載として「約」としている。 
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以下に各部位の仕様を示す。 

(a) ポーラスコンクリート層 

(一) 概要 

ポーラスコンクリート層は、ポーラスコンクリート及びコンクリートか

らなり、外周仕切設備及び覆い内側の面に設置する。 

(二) 設計方針 

ポーラスコンクリート層に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の

受入れの開始から覆土完了までの漏出防止機能である。漏出防止機能に対

しては、透水特性を確保する設計とする。また、その他の必要な特性とし

て、力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

排水性に配慮した設計とし、ポーラスコンクリートは、排水性の確

保のため透水係数を 1.0×10-3m/s 以上とし、厚さをポーラスコンクリ

ート層の厚さ約 10cm(許容誤差を含む)の 1/2 以上とする。 

また、排水管に向かって勾配をつける。 

(ｲ) 力学特性 

廃棄体の自重に対する力学的安定性に配慮した設計とし、コンクリ

ートの設計基準強度は 10.0N/mm2 以上とする。 

(b) 排水管 

(一) 概要 

ポーラスコンクリート層で集水した水を埋設設備の外に排水するために

排水管を設置し、50A とする。外部に向かって勾配を設けるとともに、排

水管から水が逆流しないよう、必要な際に弁を閉じることができる設計と

する。 

(二) 設計方針 

排水管は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間

において、力学特性を確保する。 
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(三) 仕様 

(ｱ) 力学特性 

耐久性に配慮した設計とし、腐食に対して劣化抵抗性を有する材質

(ステンレス鋼)とする。 

(c) 点検管 

(一) 概要 

点検管は、炭素鋼製の鋼管部及び鉄筋コンクリート製の点検室からな

り、覆土施工開始後から覆土完了まで排水状況の監視を行うため、地上部

から埋設設備の排水管取付位置までの覆土内における作業空間の確保を目

的としている。 

(二) 設計方針 

点検管は、力学特性及び作業空間を確保する。 

なお、排水・監視設備による排水及び監視が終了した後に、有害な空隙

が残らないよう点検室内を充塡する。また、覆土に有害な影響がないよう

覆土を貫通する鋼管部を撤去し、撤去部の覆土の施工を行う。 

(三) 仕様 

(ｱ) 鋼管部 

① 力学特性 

力学的安定性に配慮した設計として、炭素鋼鋼管を使用し、作用荷

重を考慮した許容応力度設計により構造強度の照査を行う。 

② 作業空間の確保 

作業性に配慮した設計とし、排水・監視設備により排水された水を

作業員が回収できる作業空間を確保する。 

(ｲ) 点検室 

① 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、作用荷重を考慮した許容応力度設計

により構造強度の照査を行い、コンクリートの設計基準強度は

24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋
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かぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート

標準示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

② 作業空間の確保 

作業性に配慮した設計とし、排水・監視設備により排水された水を

作業員が回収できる作業空間を確保する。 

(ⅲ) 覆土 

a. 構成及び安全機能 

覆土は、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土により構成する。 

難透水性覆土及び下部覆土は、低透水性により放射性物質の移行を抑制す

る。 

難透水性覆土及び下部覆土は、遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

なお、評価において収着性による移行抑制機能を期待できる設計と考慮す

る。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

覆土の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 74 表に示す。 

(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 移行抑制機能 

覆土の移行抑制機能は、埋設設備内を通過する地下水の流量を低減する

ことである。埋設設備からの流出水量は覆土の透水特性によって影響を受

けることから、覆土に対する技術要件は透水特性(低透水性)であり、その

設計仕様項目は透水係数及び厚さである。 

また、移行抑制機能については、長期にわたり機能を維持する必要があ

るため、透水係数及び厚さの変化に影響を及ぼす要因について抽出する。

長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構を第 85

表に示す。影響要因の抽出については、周辺岩盤などの外部環境も含めた

施設の構成及び影響要因の相互作用を網羅的に考慮する。抽出した要因

は、廃棄物埋設地の覆土完了後の再冠水による水との接触に伴う、ベント

ナイト特性の変化、有効粘土密度の変化及び短絡経路の形成である。長期

における覆土の技術要件は、これらの要因に対する長期機能維持特性(化
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学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗性)であり、その設計仕様項目は

透水係数、厚さ及び締固め度である。 

なお、覆土には、移行抑制機能に対する技術要件として、土質系材料を

用いることにより期待できる収着性を考慮するが、その設計仕様項目は設

定せず、収着を阻害する可能性のある材料の使用を考慮した設計極力避け

ることとする。 

(二) 遮蔽機能 

覆土の遮蔽機能は、放射線を遮蔽する機能であるため、技術要件は遮蔽

性であり、その設計仕様項目は密度及び厚さである。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である透水係数、厚さ、密度及び締固め度については、各部

位が要求性能を満足するための設計要件を設定する。 

覆土の技術要件のうち、低透水性及び液状化抵抗性についての詳細は添付

資料 2「技術要件における考え方」に示す。
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第 74表 覆土の要求性能及び設計要件 
 

安全機能 

要求性能 難
透
水
性
覆
土 

下
部
覆
土 

上
部
覆
土 

設計要件 
技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

移行抑制機能 

透水特性 低透水性 

透水係数 ○ ○ － 必要な透水係数を有すること。*3 

厚さ ○ ○ － 必要な厚さを有すること。*4 

核種 

収着性 
収着性 － － － － 

設計仕様項目を設定しない(評価において、覆土が副次的にもつ性能とし

て設定するものとする)。*5 

 移行抑制機能

を長期的に維

持するための

要求機能 長期機能 

維持特性 

 化学的*1 

安定性 
透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

  変形 *1 

追従性 

透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

厚さ ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

 液状化*1 

抵抗性 
締固め度 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

遮蔽機能 

放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

厚さ ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。*4 

*1：影響要因及び影響機構を第85表に整理している。 

*2：長期状態変化に関連する設計については、第十条第四号の状態設定の評価と関連することから、第十条第四号の説明時に具体的な数値の説明を行

う。 

*3：難透水性覆土は巨視的透水係数として1.0×10-10m/s、下部覆土は巨視的透水係数として1.0×10-8m/sを施工時点で確保する。 

*4：難透水性覆土は厚さ2m、下部覆土は難透水性覆土上面で厚さ2mを確保する。 

*5：分配係数は、材料仕様及び施工の際に取得する分配係数データ又は代替指標となるデータにより管理する。 
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第 85表 長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構 

 

設計 

仕様 

項目 

長期状態における影響要因 影響機構 
要求性能 

(技術要件) 

透水 

係数 

ベントナイ

ト特性の変

化 

化学的

影響 

交換性陽イオ

ンの変化 

セメント系材料からの高カルシ

ウム濃度の間隙水によるベント

ナイトのCa型化。 

化学的安定性 

廃棄体中のほ

う酸塩、硫酸

塩などの可溶

性塩影響 

可溶性塩影響により、空隙特性

(空隙率、空隙構造)が変化する

とともに、膨潤性能が低下。ま

た、陥没による覆土の変形。 

化学的安定性 

変形追従性 

有効粘土密

度*1の変化 

力学的

影響 

金属の腐食 金属の腐食膨張により、覆土の

隅角部等に、厚さの減少及び変

位に伴う透水性が変化した領域

の発生。 

変形追従性 

地震影響 地震力により覆土の変形及び液

状化の発生。 

変形追従性 

液状化抵抗性 

化学的

影響 

モンモリロナ

イトの溶解、

随伴鉱物の溶

解、二次鉱物

の生成 

セメント系材料からの高アルカ

リ性の間隙水によるベントナイ

ト構成材料の溶解に伴う密度低

下。溶解成分と地下水成分など

が反応して二次鉱物が沈殿。 

化学的安定性 

厚さ 短絡経路の

形成 

力学的

影響 

ガス発生 金属腐食等により発生するガス

の破過が生じ、覆土に低密度部

を形成。 

変形追従性 

*1：単位体積あたりに含まれるベントナイト分の乾燥重量をそれ自身の体積で割ることにより得られる密度であ

り、ベントナイト混合材料の特性を把握するときの指標のひとつ。 
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c. 構造及び仕様 

難透水性覆土は、埋設設備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設

置する。下部覆土は、難透水性覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置す

る。上部覆土は、下部覆土上面から現造成面まで設置する。 

なお、狭隘部とは埋設設備間において幅 2.5m 以下となる箇所を示す。例と

して、埋設設備の東西方向の間や 1 号埋設設備南北方向の間である。 

移行抑制機能を確保する観点から、覆土の低透水性は、力学的影響及び化

学的影響による長期的な性能低下に配慮した設計とする。 

覆土断面図を第 4 図に示す。 

覆土の主要な部位と主な仕様を第 9 表に示す。 

 

 
 

第 4 図 覆土断面図 

 

  

難透水性覆土

下部覆土

凡例
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第 9 表 覆土の主要な部位及び主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

覆土 難透水性覆土 材料：ベントナイト混合土 

透水係数(施工時点）：巨視的透水係数*1 とし

て 1.0×10-10m/s 以下 

厚さ：2m 以上 

密度：1,100kg/m3 以上 

下部覆土 材料：現地発生土に必要に応じてベントナイ

ト、砕砂及び砕石を混合 

透水係数(施工時点)：巨視的透水係数*1 とし

て 1.0×10-8m/s 以下 

厚さ：2m 以上 

密度：1,100kg/m3 以上 

上部覆土 材料：現地発生土に必要に応じて砕砂及び砕

石を混合 

透水係数(施工時点)：周辺の第四紀層の透水

係数と同程度 

厚さ：下部覆土上面から現造成面まで 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体系として期待できる透水係数をいう。 

 

以下に各部位の仕様を示す。 

(a) 難透水性覆土 

(一) 概要 

難透水性覆土は、砂を母材としたベントナイト混合土で構成し、埋設設

備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設置する。 

(二) 設計方針 

難透水性覆土に求める安全機能は、覆土完了後の移行抑制機能及び遮蔽

機能である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出水量

を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩盤に比し

て同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 

また、移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従

性及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見通

しがあるものとする。 
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(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する鷹架層の透水係

数が 5.0×10-8m/s 程度であることを踏まえ、鷹架層の透水係数以下を

長期的に維持することを目標として設計する。 

難透水性覆土は、化学的影響の要因である物質の供給源となるセメ

ント系材料と隣接している。難透水性覆土の透水係数は、長期的に性能

低下が生じることを想定し、施工時点において巨視的透水係数*1 として

1.0×10-10m/s 以下を確保する。また、埋設設備に内蔵される金属の腐

食膨張に伴い鉛直方向に変形した場合でも低透水性を維持できるよう、

難透水性覆土の厚さは、埋設設備の表面から 2m 以上とする。 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体系として期待できる透水係数を

指す。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者

への被ばくを低減するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は

1,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透水

性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材料

を使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加

を抑制する設計とする。 

③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、十分に締固め

るとともに、粒径分布に広がりを持った土質系材料を使用する。 
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(b) 下部覆土 

(一) 概要 

下部覆土は、現地発生土に必要に応じてベントナイト、砕砂及び砕石を

混合したもので構成し、埋設設備間狭隘部並びに難透水性覆土の側部全体

及び上部に設置する。 

(二) 設計方針 

下部覆土に求める安全機能は、覆土完了後の移行抑制機能及び遮蔽機能

である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出水量

を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩盤に比し

て同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 

また、移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従

性及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見通

しがあるものとする。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する鷹架層の透水係数が

5.0×10-8m/s 程度であることを踏まえ、鷹架層の透水係数以下を長期的に

維持することを目標として設計する。 

下部覆土の透水係数は、難透水性覆土によってセメント系材料起源の成

分による化学的変質の影響が遅延・緩衝されることから、施工時点におい

て巨視的透水係数*1 として 1.0×10-8m/s 以下を確保する。また、難透水性

覆土の上部に設置する下部覆土の厚さは 2m 以上とする。 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体系として期待できる透水係数を

指す。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計とし、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者への

被ばくを低減するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は

1,100kg/m3 以上とする。 
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(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透水

性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材料

を使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加

を抑制する設計とする。 

③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、粒径分布に広

がりを持った土質系材料で締固めを行う。 

(c) 上部覆土 

(一) 概要 

上部覆土は、現地発生土に必要に応じて砕砂及び砕石を混合したもので

構成し、下部覆土の上面から現造成面まで設置する。表面は地表水による

侵食を抑制する観点から、適切な排水勾配を設け、植生を行う。 

(二) 設計方針 

上部覆土は、周辺の土壌・岩盤と水理的に連続性を持たせる観点から廃

棄物埋設地周辺の第四紀層の透水係数(10-6m/s オーダー)を目安に施工

し、上面は尾駮沼に向かって適切な排水勾配を設ける。 

また、上部覆土は、液状化抵抗性を有するものとする。 

(三) 仕様 

上部覆土は、粒径分布に広がりを持った土質系材料で締固めを行い、下

部覆土の上面から現造成面までとする。  
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[参考]6. 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則第十条第一号及び第三号への適合性について、上記「4. 許可基準規

則への適合のための設計方針」及び「5. 廃棄物埋設地の設計」を基に項目ごとに整

理した。廃棄物埋設地の設計において留意する以下の項目について適合性を確認し

た。確認結果を以下に示す。 

 

(1) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 1 項及び第 3 項) 

廃棄物埋設地の放射性物質の漏出を防止及び低減する設計について以下のとおり

確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

以下の事項が留意された設計になっていることを確認する。 

a. 合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものであること。 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること。 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる構造・仕様であること。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性

物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと。 

(ⅱ) 確認結果 

以下に示すとおり、廃棄物埋設地の放射性物質を漏出及び低減する設計に関

する事項が留意された設計となっている。 

a. 合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によること。 

(a) はじめに 

廃棄物埋設地施設の設計が合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術

によることについて、本施設の地下水面下への設置と各設備の設計の観点か

ら、以下に説明する。 

(b)充塡固化体の特性 

放射性廃棄物は、事業規則別表第一の放射能濃度を超えないものであっ

て、同規則第八条第 1 項第二号及び第 2 項に定められた廃棄物に該当するも

のである。また、充塡固化体においては、それぞれ放射性廃棄物の特性を考

慮し、固型化材料と混合することで、固化体の種別ごとに固型化される。廃

棄物埋設地の設計においては、以下に示す充塡固化体の固型化方法に関する



44 

特性を考慮した。 

(一) 充塡固化体 

(ｱ) 固型化材料は、JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定

めるセメント又はこれらと同等以上の品質を有するセメントである

こと。 

(ｲ) 容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器又はこれと同等以上

の強度及び密封性を有するものであること。 

(ｳ) 固型化に当たっては、あらかじめ均質に練り混ぜた固型化材料若し

くは固型化材料及び混和材料を容器内の放射性廃棄物と一体となる

ように充塡すること。この場合において、容器内に有害な空隙が残

らないようにすること。 

(c) 地下水面下への設置 

廃棄物埋設地施設は廃止措置の開始後、保全の措置を必要としない状況

に移行できるようすることを考慮している。保全の措置を必要としない状況

に移行できるように、以下の点について考慮した。 

・第四紀層よりも侵食抵抗性の高い岩盤内に設置する。 

・人間侵入リスクが高い地表面を避ける。 

・施設周辺の天然バリアである岩盤が有する性能を有効利用するために、

岩盤中に設置する。 

したがって、これらの点を考慮し、埋設設備は、岩盤を掘り下げて設置

することとし、その結果地下水面下への設置とした。 

地下水面下への設置としたことに応じ、安全機能を達成できる設備の設

計を行っている。具体的には、地下水面下に設置することで、覆土施工完了

後は地下水に水没した状態を想定し、低透水性を有する覆土を設置すること

で、埋設設備からの流出水量を低減するとともに、セメント系材料及び土質

系材料に収着性を期待することで、放射性物質の漏出を低減することとして

いる。 

また、できるだけ保修に頼らず、移行抑制機能が達成できる設計として

いる。保修に頼らないとは、将来想定される劣化・損傷に対して裕度を持つ

設計のことである。将来想定される劣化･損傷として、金属腐食による膨張
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等の力学的影響及び化学的影響を考慮した設計としている。 

廃棄物埋設地施設を地下水面下に設置する考えについての詳細は、添付

資料 1「1. 廃棄物埋設地施設の設計の考え方」に示す。 

(d) 埋設設備及び排水・監視設備の設計 

漏出防止機能については、コンクリート構造物として、ひび割れ抑制に

よる雨水及び地下水の浸入の抑制とポーラスコンクリート層による浸入した

雨水及び地下水の排水を組み合わせた設計とする。ひび割れ抑制は、利用可

能な 善の技術として「コンクリート標準示方書(設計編)」(2)のうち、「水

密性に対するひび割れ幅の設計限界値の目安」を用いて設計している。具体

的には、低発熱に配慮したコンクリート配合及びひび割れ制御鉄筋を考慮

し、 大ひび割れ幅の設計目標値を 0.1mm としている。 

また、有害な空隙が残らないように流動性を考慮したセメント系充塡材

で埋設設備内を充塡することで、雨水及び地下水が廃棄体に接触することを

抑制する。 

なお、埋設設備内部において、廃棄体方向への水の浸入を防止する性能

及び埋設設備からの放射性物質の漏出を防止する性能を向上するために内部

防水を行う。 

移行抑制機能については、収着性が期待できるセメント系材料を用い

る。 

コンクリート構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査に

ついては、「コンクリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づくも

のとしている。放射性廃棄物の受入れの開始から覆い施工開始までの期間の

うち定置作業中は、雨水が廃棄体に接触することを抑制するため、埋設クレ

ーンの上部に屋根、側部に雨避け板がある。また、作業時を除き、区画の開

口部に雨水が浸入しないようにコンクリート仮蓋及び防水シート等(区画防

水シート及び全体防水シートの 2 重構造)を設置する。 

移行抑制機能については、収着性が期待できるセメント系材料を用い

る。 

(e) 覆土の設計 

移行抑制機能については、長期的な低透水性及び収着性の確保に配慮し
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てベントナイト、砕砂及び砕石等の自然材料を用いる。 

土構造物として設計、材料の選定、建設・施工及び検査については、「道

路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)を参照することとしている。

一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質管理を行うことで、目標の

透水係数を有する覆土を施工できることを確認している。低透水性の確保に

際して、目標の透水係数は、現状入手できる材料で達成できる範囲で、かつ

高いレベルで設定する。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験結果を用い

て 終決定する。また、目標の透水係数を有する覆土は、一般土工で用いら

れる重機を用いることで施工できることを確認している。 

覆土の施工実現性及び覆土の施工時における品質管理(案)について添付

資料 3「1. 覆土の施工実現性」及び「2. 覆土の施工時における品質管理

(案)」に示す。 

(参 考) 

覆土の施工においては、透水係数を満足するために、均一な混合と締め

固めを行う必要があり、それらに配慮した建設・施工技術に基づく設計とし

ている。 

難透水性覆土の低透水性向上方法として施工機械の適用性が検討された

施工性試験の結果の一例を第 5 図に示す。 

 

第 5 図 施工性試験の結果(例) 
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(f) 諸外国との比較 

本施設の安全機能は、その機能を維持すべき期間が機能ごとに異なる。そ

のため、安全機能を維持すべき期間を考慮し、諸外国との比較を行う。 

本施設と諸外国の比較に当たっては、文献(53)(64)を基に、本施設に対し

て、廃棄体処分量及び総放射能量が同等か上回る 4 か国(フランス：オーブ

処分場、イギリス：ドリッグ処分場、スペイン：エルカブリル処分場及びベ

ルギー：デッセル処分場)を対象に行う。文献(6)によるとでは、諸外国の事

例では、設計方針及び技術的要件について以下のように整理されている。低

レベル放射性廃棄物埋設に係る産業上の慣習かつ、諸外国において数十年に

渡り実績のある以下の 適化の重要な選択が挙げられている。 

[設計方針に係る項目] 

・埋設設備は、埋設設備内へ雨水及び地下水の浸入を抑制するため、鉄筋コ

ンクリート構造とすること。 

・埋設設備の覆いが完成するまで廃棄体の定置に係る作業時に雨水を接触さ

せないため、屋根を設けること。 

・埋設設備内に浸入した雨水及び地下水により放射性物質が漏出することを

想定し、雨水及び地下水の監視及び漏出制御を行える排水・監視構造を設

けること。 

[技術的要件に係る項目] 

・放射性物質を含む廃棄物を固型化すること。 

・放射性物質の漏えいを抑制する人工バリアとして、セメント材料を使用す

ること。 

設計方針に係る項目に関しては、「6.(1)(ⅱ)(d) 埋設設備及び排水・監視

設備の設計」及び「6.(1)(ⅱ)(e) 覆土の設計」にて参考としている。ま

た、技術的要件に係る項目に関しては、「6.(1)(ⅱ)(b) 充塡固化体の特性」

及び「6.(1)(ⅱ)(d) 埋設設備及び排水・監視設備の設計」にて参考として

いる。 

諸外国においては、廃棄物埋設地を地下水面より上に設置しているのに対

して、本施設は、安全機能を維持すべき期間に応じて、廃棄物埋設地に対す

る地下水の位置が異なる。そのため、安全機能を維持すべき期間に応じて、
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人工バリアである埋設設備、排水・監視設備及び覆土に対する地下水面の位

置を整理した。 

本施設は、放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までにおいて、埋設

設備、排水・監視設備及び覆土は、地下水面より上にある。覆土完了から廃

止措置の開始までにおいて、埋設設備及び覆土は、地下水面より下にある。

また、廃止措置の開始後では、埋設設備及び覆土は、地下水面より下にあ

る。これらの人工バリアに対する地下水の位置関係を考慮した上で、安全機

能に対する諸外国との比較を行う。 

(一) 漏出防止機能について 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までについて、本施設と諸外

国の人工バリアでは、地下水面より上に位置している。人工バリアに対す

る地下水面の位置が同様である。 

しかしながら、本施設と諸外国では、要求する機能に対する考え方が異

なる。具体的には、諸外国において、雨水及び地下水が施設に浸入した場

合には、施設から漏出を防止するのではなく、漏出制御を行う、又は、不

飽和を維持する観点から速やかに排水する。一方、本施設では、漏出を防

止することを要求していることから、諸外国より高い性能が必要である。

また、放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までのうち、覆土施工期

間中では、覆土の施工に伴い地下水面が徐々に上昇するため、人工バリア

に対する地下水面の位置関係が経時的に変化する可能性がある。そのた

め、本施設においては、漏出防止機能を確保する観点から、埋設設備の使

用材料及び部材厚圧は諸外国と同等以上のより優れた設計を行っている。 

 (二) 移行抑制機能について 

覆土完了から廃止措置の開始までについて、本施設と諸外国では人工バ

リアに対する地下水面の位置が異なる。諸外国では、地下水面より上に施

設を設置して施設の周囲を不飽和にすることを前提とし、雨水の浸入を抑

制する観点から低透水性を考慮している。一方、本施設では、地下水面下

に施設を設置することから、地下水の浸入を抑制するとともに、浸入した

地下水の(覆土側への)移行を抑制する観点として低透水性を考慮してい

る。本施設では、地下水面下においてもであっても移行抑制機能を確保で
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きするよう低透水性に優れた設計を行っている。 

なお、廃止措置の開始後のについて、本施設と諸外国では人工バリアに

対する地下水面の位置が異なる。本施設では、覆土により、移行抑制機能

必要な安全機能を期待できるように設計し、線量評価において移行抑制機

能を考慮している。 

(三) 遮蔽機能について 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までについて、本施設と諸外

国では人工バリアに対する地下水面の位置及び要求される機能が同様であ

る。埋設設備の使用材料及び部材厚に関しては諸外国と同程度の設計であ

る。 

覆土完了から廃止措置の開始までについて、本施設と諸外国では人工バ

リアに対する地下水面の位置が異なる。また、遮蔽機能に関する要求が明

示されていない。本施設では、覆土により、直接ガンマ線及びスカイシャ

インガンマ線による敷地周辺の公衆等の受ける線量を低減できる遮蔽性

(密度及び厚さ)を有する設計としている。 

なお、廃止措置の開始後について、諸外国では、遮蔽機能に関する要求

が明示されていない。一方、本施設では、遮蔽機能必要な安全機能を期待

できるように設計し、線量評価において遮蔽機能を考慮している。 

各部材の仕様等の詳細な比較は添付資料 3「3. 諸外国との比較」に示

す。 

(g) まとめ 

本施設は、廃止措置の開始後、保全の措置を必要としない状況に移行で

きることを考慮して、設置位置を選定し、安全機能を達成できる設備の設計

を行っている。 

また、「6.(1)(ⅱ)(b) 均質・均一固化体及び充塡固化体の特性」～

「6.(1)(ⅱ)(f) 諸外国との比較」に示すとおり、埋設する放射性廃棄物に

含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、設計時点において合理

的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものである。  
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b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること。 

(a) 埋設設備 

漏出防止機能を確保する期間に対して、必要な抵抗性を有するよう鉄筋

かぶ被り及び材料配合の設計を行っている。また、劣化抵抗性を有している

ことを、「コンクリート標準示方書(設計編)」(2)に基づき耐久性照査によっ

て確認している。対象項目は、設計条件及び立地条件を考慮し、耐久性に影

響があると考えられる中性化、塩害及び凍害としたである。 

耐久性照査の詳細については、添付資料 2「4. 埋設設備の耐久性」を参

照のこと。 

(一) 中性化 

中性化に対する劣化抵抗性を有するために、中性化深さが期間中に鋼材

腐食発生限界深さに達しない設計としている。 

(二) 塩害 

コンクリート表面塩化物イオン濃度の設計値が鋼材腐食発生限界濃度に

達しない設計としている。 

(三) 凍害 

内部損傷及び表面損傷に対する劣化抵抗性を有する設計としている。 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、変形追従性を有する土質系材料を用い、容

易な露呈を防止する観点から岩盤中に設置する設計としている。 

具体的には、低透水性を有する覆土は、土質系材料を用い、岩盤中に設置

することで、変形と露呈に対して抵抗性を有するものとしている。 

覆土の設計においては、移行抑制機能を長期にわたり維持する必要がある

ため、透水係数及び厚さの変化に影響を及ぼす要因を抽出している。 

長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構は、第

85 表に示すとおりである。 

抽出した要因は、廃棄物埋設地の覆土完了後の再冠水による水の接触に伴

う、ベントナイト特性の変化、有効粘土密度の変化及び短絡経路の形成であ

る。これらの要因に対して、長期機能維持特性として、化学的安定性、変形

追従性及び液状化抵抗性を考慮しており、これらが長期状態において考慮す
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る性能を満たす見通しがあるような設計としている。 

また、線量評価において影響事象分析及び状態設定により劣化・損傷の影

響を評価することで、劣化・損傷に対する抵抗性を考慮した設計としてい

る。 

具体的には、線量評価上の状態設定において、力学的影響及び化学的影響

による覆土の性能(低透水性)の低下を考慮しており、設計上の設定値(初期

状態)も性能の低下に配慮している。第 56 図に影響項目の概要を示す。 

なお、線量評価上の状態設定についての詳細は、「許可基準規則第十条第

四号」にて説明する。 

 

第 56 図 影響項目の概要 

 

c. 劣化･損傷が生じた場合にも機能が維持できる構造・仕様であること。 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

漏出防止機能については、廃棄体と水が接触することを抑制するため

に、機能を有する 3 つの層(①外周仕切設備及び覆い、②ポーラスコンクリ

ート層、③セメント系充塡材)を設けることにより、劣化･損傷が生じた場合

においても、漏出防止機能を維持する構造・仕様としている。 

さらに、埋設設備内部において、廃棄体方向への水の浸入を防止する性

能及び埋設設備からの放射性物質の漏出を防止する性能を向上するために、

内部防水を行う。 

(b) 覆土 

長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響のいずれに対しても
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機能維持が受動的に期待できるよう、多層化した十分な厚さの覆土を設置す

ることで、劣化･損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持する構

成・仕様としている。 

線量評価上用いる性能は、劣化･損傷の程度及び期間の不確実性を包含す

る設定としていることから、必要な性能に対して、できるだけ裕度のある設

計としている。 

線量評価上の状態設定において考慮した力学的影響及び化学的影響に対し

ては、低透水性を有する難透水性覆土及び下部覆土の 2 層を設置し、各覆土

の厚さを 2m 以上確保することで、全体として覆土に要求する低透水性が容

易に損失しないものとしている。第 67 図に線量評価上の劣化・損傷の考え

方を示す。 

なお、線量評価上の状態設定についての詳細は、「許可基準規則第十条第

四号」にて説明する。 

 

第 67 図 線量評価上の劣化・損傷の考え方 

 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性

物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと。 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリアにより確

保し、人工バリアは特性の異なる材料として、セメント系材料及び土質系材

料を用いる設計とする。また、これらを用いた各部材に対して、第106表に示

すように、地下水の浸入を抑制する機能(低透水性)及び放射性物質を収着す

る機能(収着性)の複数の異なる機能を期待することにより、一つの機能に過
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度に依存しないよう配慮した設計としている。 

 

第106表 各部材に期待する移行抑制機能を構成する特性 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 

埋設設備 〇 － 

覆土 

難透水性覆土 〇 〇 

下部覆土 － 〇 

上部覆土 〇 － 

天然バリア 岩盤 〇 〇 

○：期待する 

－：期待しない 

 

参考として、確からしい自然事象シナリオの線量評価結果をベースとし、

各バリア材の機能を構成する特性の一つを無視した線量評価を行い、特性の

一つに過度に依存していないことを確認したする。 

線量結果は「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評

価) 4.(2) (ⅴ) d.その他」に示すとおりである。 
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(2) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 2 項) 

放射性物質の漏出を防止する機能が、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放

射性物質の漏出を防止する構造が相まっていることを以下のとおり確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

漏出防止機能を期待する埋設設備及び排水・監視設備が、雨水や地下水の浸入

を防止する構造及び放射性物質の漏出を防止する構造となっていることを確認す

る。 

(ⅱ) 確認結果 

雨水及び地下水の浸入を防止する構造は、外周仕切設備及び覆い、ポーラス

コンクリート層並びにセメント系充塡材により構成する。放射性物質の漏出を防

止する構造は、外周仕切設備及び覆いにより構成する。これらの組合せにより、

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、放射性物

質の漏出を防止することとしている。 

さらに、埋設設備内部において、廃棄体方向への水の浸入を防止する性能及び

放射性物質の漏出を防止する性能を向上するために内部防水を行うこととしてい

る。 

以上のことから、埋設設備及び排水・監視設備は、放射性物質の漏出を防止す

る機能について、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放射性物質の漏出を防

止する構造が相まっているものである。 

漏出防止設計に係る詳細な説明を添付資料 4「許可基準規則解釈第 10 条第 2

項に関する補足説明」に示す。 
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(3) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 4 項) 

廃棄物埋設地が、覆土完了から廃止措置の開始までの間、廃棄物埋設地の外への

放射線物質の漏出を低減する機能を有するものであることを以下のとおり確認す

る。 

(ⅰ) 確認方法 

「廃棄物埋設地の外への放射線物質の漏出を低減する」について、公衆の受け

る線量が法令に定める線量限度を超えないことはもとより、As Low As 

Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる限り十分低くな

るよう、実効線量で 50μSv/y 以下であることによって確認する。 

(ⅱ) 確認結果 

埋設設備の覆土完了から廃止措置の開始までの間にあっては、廃棄物埋設地か

らの放射性物質の移行に伴う公衆の受ける被ばく線量について評価を行った結

果、約 3.8μSv/y となった。また、この線量に廃棄物埋設施設からの環境への放

射性物質の放出による線量約 1.7×10-2μSv/y を合計しても約 3.8μSv/y であ

り、公衆が受ける実効線量が 50μSv/y 以下となった。なお、直接ガンマ線及び

スカイシャインガンマ線による線量は覆土により覆土前よりも大幅に減少し、無

視できるレベルとなっているため考慮しない。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの評価の詳細を

第 117 表に示す。線量評価に関するパラメータについては、「許可基準規則第十

条第四号」にて説明する。 

以上より、廃棄物埋設地は、覆土完了から廃止措置の開始までの間、実効線

量で 50μSv/y 以下であることから、廃棄物埋設地の外への放射線物質の漏出を

低減する機能を有する設計である。 
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第 117 表 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの 

期間において 大となる公衆の受ける被ばく線量の評価結果 

事象 

3 号評価結果 

(μSv/y) 

1 号評価結果 

(μSv/y) 

2 号評価結果 

(μSv/y) 

評価結果の重畳 

(μSv/y) 

覆土前 
覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 

気体廃棄物が大

気への管理放出

され、放射性物質

が大気へ放出さ

れることによる

内部被ばく 

約 3.5×10-6、支配核種：H-3 

(管理放出のため、線量の も大きくなる 1 号廃棄物埋設施

設にて線量を代表 

約 3.5×10-6 

液体廃棄物が尾

駮沼又は河川へ

管理放出され、そ

の水産物を摂取

することよる内

部被ばく 

約 1.7×10-2、支配核種：Co-60 

(管理放出のため、線量の も大きくなる 1 号廃棄物埋設施

設にて線量を代表 

約 1.7×10-2 

廃棄物埋設地か

ら放射性物質が

地下水によって

尾駮沼又は河川

へ漏出し、その水

産物を摂取する

ことよる内部被

ばく 

－ 約 0.59 － 約 1.9 － 約 1.3 - 約 3.8 

管理建屋内の一

時貯蔵の廃棄体

および定置済み

廃棄体からのス

カイシャイン線

による外部被ば

く 

－ － － － － － 約 26*1 - 

合計*2 
約

1.7×10-2 
約 0.60 

約

1.7×10-2 
約 1.9 

約

1.7×10-2 
約 1.4 約 26 約 3.8 

*1：各廃棄物埋設施設からの方位及び距離を考慮し、重畳させたもの 

*2：線量合計値に関しては、 大線量時期を考慮せず、単純に合計したもの 

 

  



57 

(4) 許可基準規則第十条第三号(許可基準規則解釈第 10 条第 5 項) 

廃棄物埋設地が、化学物質により安全機能が損なわれないものであることを以下

のとおり確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃性の化学物

質、可燃性ガスを発生する化学物質は含まれない。一方、廃棄物埋設地の安全機

能に影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質としては、廃棄体又は埋設設備

内に含まれる有機物、さらにはセメント系材料から溶出した高アルカリ成分を含

む地下水との反応による影響を考慮する必要がある。 

覆土完了前の安全機能については、埋設設備及び排水・監視設備において漏

出防止機能及び遮蔽機能を期待している。埋設設備及び排水・監視設備には雨水

及び地下水と廃棄体との接触を抑制する設計としており、覆土完了までの数年間

の期間においては、水との接触により埋設設備が容易に溶解・変質すること*1、

さらには水を媒体として埋設設備内の化学物質(有機物)が溶解して、化学反応に

より埋設設備が著しく損傷することは考えられない。したがって、覆土完了前の

漏出防止機能及び遮蔽機能については、これらの化学物質によって影響を受けな

い。 

覆土完了後の安全機能については、覆土において移行抑制機能及び遮蔽機能

を期待している。遮蔽機能については、覆土が十分な厚さを有しており、化学物

質との接触による覆土の厚さ減少現象及び密度低下は無視できると考えられる。

移行抑制機能については、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇し、地下水の

浸入に伴う溶解及び漏出する化学物質(有機物)及びセメント系材料から溶出した

高アルカリ成分が埋設設備の収着性並びに覆土の低透水性及び収着性に影響が生

じる可能性がある。 

したがって、化学物質(有機物)及びアルカリ成分による埋設設備の収着性並

びに覆土の低透水性及び収着性への影響を考慮した設計であることを確認する。 

*1：覆土完了までにセメント系材料である埋設設備に生じる劣化として中性

化現象を考慮しても、鉄筋かぶり内に収まる結果であることから、埋設設

備が著しく溶出することは考えられない。 
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(ⅱ) 確認結果 

(ⅰ)で整理した影響に対する対策として、埋設設備及び覆土に使用する材料

については、化学物質による収着性への影響を考慮し、収着性への影響を確認し

た材料を使用する設計とする。収着性を阻害する可能性のある材料の使用を考慮

した設計とする。また、覆土については化学的安定性の高い材料で構成する設計

としている。 

したがって、廃棄物埋設地が、化学物質により安全機能が損なわれないもの

である。 

なお、廃止措置の開始後の評価においては、埋設設備に使用する有機物も含

め、これら化学物質を考慮した状態設定に基づく線量評価を行い、各期間・シナ

リオの線量基準を満足するものであることを確認している。 
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(7) 有機物による収着影響 

有機物の分解生成物は、放射性物質と錯体を形成することが想定され、錯体を形成

する場合には収着性に影響すると考えられる。 

有機物による収着影響については、有機物の分解生成物を用いた分配係数試験の結

果を用いて評価する。 

埋設設備に使用される有機物の種類及び量は、1 号及び 2 号廃棄物埋設施設の使用

実績及び内部防水に用いる材料を考慮する。 

廃棄体に含まれる有機物の種類及び量は、「低レベル放射性廃棄物処分用廃棄体製

作技術について(各種固体状廃棄物)」(24)を考慮する。 

なお、廃棄物埋設地内に使用する材料として、評価において考慮していない有機系

材料を使用する場合は、化学構造及び使用量に基づいて収着影響を評価し、線量評価

結果に影響がないことを確認した上で使用する。 

(ⅰ) 有機物を用いた収着影響の評価 

有機物の分解生成物のうち、イソサッカリン酸(ISA)は既往知見(4)(25)より、金属

元素と錯体を形成して金属元素のバリア材料への収着性を低下させ、ISA の濃度が

高いほど収着影響が大きいことが知られている。 

また、ISA 以外の分解生成物についても収着性を低下させる可能性が考えられ

る。収着影響については、廃棄物埋設施設中の分解生成物濃度(計算値)を基に、分

解生成物の飽和濃度及び分解生成物の収着性、液固比(廃棄物埋設施設)を考慮した

濃度条件で試験を行い、セメント系材料及び難透水性覆土の有機物による収着影響

を評価する。 

C については既往知見(4)(25)より有機物の分解生成物による収着影響がみられな

いと考えられるため、有機物による収着影響はないこととする。 

(ⅱ) 廃棄物埋設施設中の有機物及びその量について 

廃棄物埋設施設中の有機物は、埋設設備に使用されるものと廃棄体に含まれるも

のがある。埋設設備に使用される主な有機物は、補修材のウレタン樹脂及びエポキ

シ樹脂、埋設設備構築のためのポリ塩化ビニル樹脂(シート)である。さらに埋設設

備には、内部防水を行うことから、内部防水の材料には有機物を含む場合は、この

影響をも配慮する必要がある。廃棄体に含まれる主な有機物は、ポリ塩化ビニル樹

脂及びセルロースである。これら有機物はそのままの状態ではセメントへの収着阻



 

補 8-44 

 

害物質として性に影響しないが、これら有機物の埋設環境下でのこれら有機物の分

解生成物が、収着性に影響すると考えられる。 

これら有機物の主な分解生成物は、ウレタン樹脂はジアミノトルエン(DAT) が、

エポキシ樹脂とやポリ塩化ビニル樹脂中の可塑剤はフタル酸が、セルロースは ISA

が主な分解生成物であるため、これらの収着性への影響を評価する。 

なお、埋設設備の充塡材にはセルロース系の化学混和剤(増粘剤)が用いられてい

るためが、長期的なセルロースの分解によって生じる ISA が収着性に大きく影響を

及ぼすと考えられる。ISA の影響については、廃棄体に含まれるセルロースの分解

生成物の全量を ISA とする評価をしており、埋設設備の充塡材におけるセルロース

系の化学混和剤(増粘剤)の影響はこの評価に包含される。 

また、廃棄物埋設地内における有機物の分解生成物の間隙水中濃度は、評価対象

とする全期間において、一定の濃度であると仮定しているが、実際には廃棄物埋設

地内に地下水が流出入することによって、比較的速やかに間隙水中濃度の低下が生

じる。したがって、実際には分配係数への有機物影響は、覆土完了後の地下水の流

出入が生じる初期に限定されるものと考えられ、極端な仮定として、内部防水によ

り埋設設備に使用される有機物量が 100 倍程度に増加した場合でも、その影響は現

状の評価に包含される。 
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1. はじめに 

本資料は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価)」のうち線量評価

パラメータである埋設設備から覆土及び鷹架層への流出水量の設定について補足説明するもので

ある。 

本資料の構成は、以下の項目からなる。 

・現状における事業所敷地の水理地質の特徴及び地下水の流動状況 

・埋設設備から覆土及び鷹架層への流出水量の計算方法 

・埋設設備から覆土及び鷹架層への流出水量の計算に必要な条件設定及び計算結果 

 以下、それぞれ説明する。 
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2. 事業所敷地の水理地質の特徴及び地下水の流動状況 

埋設設備設置地盤付近の地下水の流動状況を説明するに当たり、事業所敷地周辺の地形と水系

及びかん養、及び事業所敷地の水理地質の特徴について説明し、これらを踏まえて埋設設備設置

地盤付近の地下水の流動状況について説明する。 

(1) 事業所敷地周辺の地形と水系及びかん養 

事業所敷地付近には、第 1 図に示すように、老部川及び二又川が流れている。老部川

は、事業所敷地の北側の標高約 5m～20m の谷間を西から東に向かって流れ、太平洋に流入

している。二又川は事業所敷地の南西側の標高約 1m～5m の低地を事業所敷地境界に沿って

西から東に向かって流れ､事業所敷地南側の尾駮沼に流入している。 

廃棄物埋設地は、事業所敷地内の標高 30m 以上の台地上に位置することから、老部川及

び二又川は、廃棄物埋設地の標高よりも低い位置を流れている。 

廃棄物埋設地及びその付近は、北西から南東に緩く傾斜する台地からなり、西側及び北

側は沢地形で後背丘陵地と区分されており、地下水は主に降水によってかん養されてい

る。 

 

 

第 1 図 事業所敷地周辺の地形と水系*1 

 
*1 国土地理院のウェブ地図「地理院地図」（ https://maps.gsi.go.jp/ ）で作成。 
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(2) 事業所敷地の水理地質の特徴 

事業所敷地の水理地質の特徴について、地下水位、間隙水圧、地盤の透水性及び地下水

の水質について以下に説明する。 

(ⅰ) 地下水位 

地下水位及び地下水の流向を調査するため、敷地内における 250m グリッド間隔程度の

ボーリング孔を用いて地下水位観測を行った。地下水位観測位置を第 2 図に示す。 

地下水位の測定は、JGS1312(1)に準拠した(測定方法の詳細は添付資料 1「3.地下水位測

定方法」に記載した)。 

地下水位観測は、圧力センサを設置し連続的に自動計測する方法又は地下水面を検出

する触針式水位計による手動式の方法の 2 種類を用いた。 

手動式の計測は、年間の平均的な水位を示す 6 月に計測を行った。 

地下水位観測結果を第 3 図に、地下水面標高等高線図を第 4 図にそれぞれ示す。 

a. 地下水位観測結果 

敷地内の地下水位は、第 3 図に示すように、主に第四紀層内にあり、融雪や降雨の影

響を受けて変動している。 

b. 地下水面標高等高線 

地下水面標高等高線は、第 4 図に示すように、地形と調和的であり、地下水の流向

は、地形面標高の傾斜方向とおおむね一致する。 

廃棄物埋設地の北～北東側には、東－西方向～西北西－東南東方向の台地の尾根線が

分布し、基本的にはこの尾根線よりも北側では主に北へ、南側では主に南へ地下水が

流れている。 

廃棄物埋設地は、台地の尾根線の南に設置位置することから、廃棄物埋設地表層付近

の第四紀層を通過した地下水は、主に南へ流下し、中央沢、南の沢又は西の沢を経て

尾駮沼に流入する。 

c. 地下水面の勾配 

一般的に均質等方媒体を通る広域流動系へ及ぼす地下水面の起伏は、第 5 図に示すよ

うに局所的な起伏がない場合には広域流動系だけが発達し、浅い地下水の全水頭等高

線は地表面と直交し、浅い地下水の動水勾配は地表面勾配と同じになる。 

廃棄物埋設地付近の台地を構成する地質は、鷹架層を基盤とし、その上部に第四紀層

が覆っている。地下水面が第四紀層内に分布する理由は、鷹架層の透水係数が 1×10-

8m/s ～1×10-7m/s 程度、事業所敷地の第四紀層の透水係数が 1×10-6m/s～1×10-5m/s 程

度であり、2オーダー程度異なり、地表から浸透した地下水が容易に鷹架層に浸透して

いかないためであると考えられる。 

第 6 図に、地表面、地下水面及び第四紀層下限面の関係を示す。 

地下水面は、事業所敷地全体の傾向として、台地(段丘面)部では比較的広い範囲で第

四紀層内に分布する。地下水位が第四紀層にない(鷹架層となる)地点は細尾根部（沢

発達部）、段丘崖及び中央沢の近傍等の段丘縁辺部に当たる地点が多い。しかし、比

較的台地の中央部の段丘面上にある地点においても第四紀層よりも深い位置に地下水 


